
目 次

訓 令 甲
○奈良市事務専決規程の一部を改正する訓令１
○奈良市文書取扱規程の一部を改正する訓令２
○奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則の施行に
伴う関係規程の整備に関する訓令２

監 査
○包括外部監査の結果に関する報告の公表３

公 営 企 業
○一般競争入札の実施３
○奈良市企業局指定給水装置工事事業者からの事業の廃
止の届出３

○奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定３
○公共下水道の供用及び下水の処理の開始３
○奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定（２件）
４
○奈良市企業局指定給水装置工事事業者からの事業の廃
止の届出４

○奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定４
○奈良市企業局工事検査規程の一部を改正する規程４
○奈良市企業局公印規程の一部を改正する規程５
○奈良市企業局入札参加者等審査会要綱の一部を改正す
る告示５

○奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を
改正する規程５
○奈良市企業局組織規程の一部を改正する規程10
○奈良市企業局組織規程の一部改正に伴う関連規程の整
備に関する規程12

教 育 委 員 会
○臨時教育委員会の開催16
○奈良市立小学校通学区域についての一部改正16
○定例教育委員会の開催16
○奈良市指定文化財の指定17
○奈良市指定文化財の指定の解除17
○教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則17
○奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則の一
部を改正する規則17
○奈良市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改
正する規則17

○奈良市教育センター組織に関する規則の一部を改正す
る規則18

消 防

○奈良市消防吏員の階級別定数規程の一部を改正する訓
令18
○奈良市消防表彰規程の一部を改正する訓令19

選挙管理委員会
○選挙権を有する者の総数の50分の１の数等19
○奈良市議会議員選挙における各候補者の選挙運動に関
する収支報告書の修正の要旨19

農 業 委 員 会
○農業委員会総会の招集21

訓 令 甲
奈良市訓令甲第１号

庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市事務専決規程の一部を改正する訓令

奈良市事務専決規程（平成14年奈良市訓令甲第１号）の
一部を次のように改正する。
第４条第１項総務部長の部分に次の３号を加える。
⑵ 社会福祉法人、社会福祉施設等の指導監査の調整
会議の開催並びに当該監査の実施及び結果の報告
⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律（平成17年法律第123号。以下「障害
者総合支援法」という。）の規定による障害福祉サ
ービス事業者、障害者支援施設及び相談支援事業者
の指導監査の実施並びに当該監査の結果の報告
⑷ 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定によ
る事業者及び施設の指導監査の実施並びに当該監査
の結果の報告

第４条第１項福祉部長の部分中第２号を削り、第３号を
第２号とし、第４号から第９号までを１号ずつ繰り上げ、
同部分の第10号中「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「
障害者総合支援法」という。）」を「障害者総合支援法」に
改め、同号を同部分の第９号とし、同部分中第11号を第10
号とし、第12号を第11号とし、第13号を削り、第14号を第
12号とし、第15号から第21号までを２号ずつ繰り上げ、同
部分の第22号中「（平成９年法律第123号）」を削り、「介護
老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同号を同
部分の第20号とし、同部分の第23号中「介護老人保健施設
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」の次に「、介護医療院」を加え、同号を同部分の第21号
とし、同部分中第24号を第22号とし、同部分中第25号を第
23号とし、同部分の第26号中「介護老人保健施設」の次に
「及び介護医療院」を加え、同号を同部分の第24号とし、
同部分中第27号を第25号とし、同部分中第28号を第26号と
し、第29号を削り、第30号を第27号とし、第31号から第45
号までを３号ずつ繰り上げ、同項子ども未来部長の部分中
第４号を削り、第５号を第４号とし、同部分に次の２号を
加える。
⑸ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金の対象講座の
うち、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練
講座に準ずるものとして定める講座の指定

⑹ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金及び母子家庭
等高等職業訓練修了支援給付金の交付の対象とする
資格の認定

第４条第１項健康医療部長の部分中第19号を第22号とし、
第12号から第18号までを３号ずつ繰り下げ、第11号を第13
号とし、同号の次に次の１号を加える。
⒁ 住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第17条及
び第45条に規定する住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管
理業者への報告徴収及び立入検査

第４条第１項健康医療部長の部分中第10号を第12号とし、
第９号を第10号とし、同号の次に次の１号を加える。
⑾ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律に基づく特定感染症検査等事業のうちウイ
ルス性肝炎患者等重症化予防推進事業の実施

第４条第１項健康医療部長の部分中第８号を第９号とし、
第７号の次に次の１号を加える。
⑻ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条
第１項に規定する医療保護入院の同意（被保護者に
係るものを除く。）

第６条第１項介護福祉課長の部分の第９号中「及び介護
老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」
に改め、同部分の第10号及び第11号中「介護老人保健施設
」の次に「及び介護医療院」を加え、同部分の次に次のよ
うに加える。
子育て相談課長
⑴ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金及び母子家庭
等高等職業訓練修了支援給付金の支出負担行為の決
定

第６条第１項子ども育成課長の部分中第４号を第５号と
し、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の
次に次の１号を加える。
⑵ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第６条
に規定する児童扶養手当の認定

第６条第１項観光振興課長の部分を削り、同項産業振興
課長の部分中「産業振興課長」を「産業政策課長」に改め、
同項農林課長の部分中「農林課長」を「農政課長」に改め、
同項技術監理課長の部分中「技術監理課長」を「契約課
長」に改める。

附 則

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市訓令甲第２号

庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市文書取扱規程の一部を改正する訓令

奈良市文書取扱規程（昭和23年奈良市訓令甲第２号）の
一部を次のように改正する。
第17条の３第２項中「回議書」の次に「で法律上の判断
を要するもの」を加え、「総務課長の審査を受け」を「法
務ガバナンス課長に合議し」に改め、同項中第１号を削り、
第２号を第１号とし、同項第３号中「及び副市長の専決」
を削り、同号を同項第２号とする。

附 則
この訓令は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市訓令甲第３号
庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則の施行に伴
う関係規程の整備に関する訓令を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則の施行
に伴う関係規程の整備に関する訓令

（奈良市都市問題調整会議設置規程の一部改正）
第１条 奈良市都市問題調整会議設置規程（昭和62年奈良
市訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。
別表第２中「農林課長」を「農政課長」に改める。
（奈良市人権教育・啓発推進本部設置規程の一部改正）
第２条 奈良市人権教育・啓発推進本部設置規程（平成２
年奈良市訓令甲第５号）の一部を次のように改正する。
別表第１企画部会の項中「総合政策課長 奈良ブラン
ド推進課長」を「総合政策課長」に、「産業振興課長」
を「産業政策課長」に改め、同表研修部会の項中「災害
対策室長 情報救急室長」を「災害対策室長」に、「廃
棄物対策課長 観光振興課長」を「廃棄物対策課長」に
改め、同表市民運動推進部会の項中「農林課長」を「農
政課長」に、「契約課長 技術監理課長」を「契約課長」
に改め、同表分野別課題推進部会の項中「福祉政策課長
地域福祉課長」を「福祉政策課長」に改める。
別表第２企画部会の項中「産業振興課長」を「産業政
策課長」に改める。
（奈良市環境調整会議設置規程の一部改正）
第３条 奈良市環境調整会議設置規程（平成11年奈良市訓
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令甲第10号）の一部を次のように改正する。
別表第２中「農林課長」を「農政課長」に改める。

（奈良市工事検査規程の一部改正）
第４条 奈良市工事検査規程（昭和61年奈良市訓令甲第４
号）の一部を次のように改正する。
第４条第４号中「技術管理課長」を「契約課長」に改

める。
第５条第１項中「技術監理課」を「契約課」に、「技術

管理課長」を「契約課長」に改める。
第６条、第７条、第11条第２項、第12条、第14条から第
16条まで及び第18条中「技術監理課長」を「契約課長」に
改める。

附 則
この訓令は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第２号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項
の規定により、包括外部監査人大川幸一から監査の結果に
関する報告の提出があったので、同法第252条の38第３項
の規定により、別添のとおり公表します。
平成30年３月30日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

別添省略
（平成30年３月30日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第11号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成30年３月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
公共下水道築造工事及び口径50粍配水支管移設工事
奈良市佐紀町地内（発注番号、工事名称、工事場所、工
期、予定価格及び最低制限基準価格、参加資格等は別表
のとおり）
以下省略

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第12号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃
止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成30年３月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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名 称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日

大西設備工業 大西 真也 奈良市法華寺町666番地 平成30年２月27日

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第13号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年３月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

大西設備工業株式会社 代表取締役
大西 真也 奈良市法華寺町666番地 平成30年２月27日

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第14号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成30年３月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。

平成30年３月１日
奈良市公営企業管理者

池 田 修
１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日

平成30年３月15日
２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域

奈良市六条西二丁目、尼辻町の各一部
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２－２ 供用を開始する排水施設の位置

処 理 分 区 起 点 終 点 備考

佐保川第13処理分区 奈良市六条西二丁目1537番17 奈良市六条西二丁目1537番17 ①

大安寺第３処理分区 奈良市尼辻町乙457番１ 奈良市尼辻町甲1028番１ ②

３ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
奈良市 鍋屋町13番２（③）、藤ノ木台三丁目１番306
（④）、三碓町2233番１ 他（⑤）、六条一丁目797番１
（⑥）、四条大路四丁目54番15（⑦）、法華寺町366番１
（⑧）、大安寺二丁目１番13（⑨）
４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成30年３月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第15号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年３月５日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社松本工業所 代表取締役
松本 龍也 奈良県生駒郡斑鳩町龍田四丁目８番20号 平成30年２月27日

（平成30年３月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第16号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年３月７日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社ベストライフ 代表取締役
吉村 茂 大阪府大東市野崎四丁目７番14号 平成30年３月１日

（平成30年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第17号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃

止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成30年３月９日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日

森本配管工業社 森本 憲司 奈良県大和高田市中三倉堂二丁目９番35号 平成30年３月８日

（平成30年３月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第18号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年３月９日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社森本配管工業社 代表取締役
森本 憲司 奈良県大和高田市中三倉堂二丁目９番35号 平成30年３月８日

（平成30年３月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第２号
奈良市企業局工事検査規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。
平成30年３月12日

奈良市公営企業管理者
池 田 修



奈良市企業局工事検査規程の一部を改正する規程
奈良市企業局工事検査規程（昭和62年奈良市水道局管理
規程第４号）の一部を次のように改正する。
第４条第３号中「中間検査」を「既済部分検査」に改め、
「又は工場等において検査をする必要があるとき」を削り、
同条第４号中「打ち切り」を「打切り」に改める。
第８条中「奈良市企業局建設工事成績評定要綱」を「検
査基準」に改める。

附 則
この規程は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第３号
奈良市企業局公印規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
平成30年３月26日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局公印規程の一部を改正する規程
奈良市企業局公印規程（昭和55年奈良市水道局管理規程
第８号）の一部を次のように改正する。
第８条を次のように改める。
（公印の印刷及び電算処理）
第８条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合
において、企業総務課長が支障がないと認めるときは、
公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に
代えることができる。
２ 電子計算機を利用して証明、通知等をする場合におい
て、企業総務課長が支障がないと認めるときは、電子計
算機に記録した公印の印影を当該公文書に打ち出して、
公印の押印に代えることができる。
３ 前２項の公印の印影は、別表に掲げる奈良市公営企業
管理者の印その他管理者が認める公印の印影に限るもの
とし、その寸法は、拡大し、又は縮小することができる。
別表奈良市公営企業管理者の印の項中「辞令及び一般公
文書用」を「辞令、一般公文書、印影の印刷及び電算処理
用」に改め、「下水道法」の次に「（昭和33年法律第79号）」
を加える。

附 則
この規程は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第19号
奈良市企業局入札参加者等審査会要綱の一部を改正する
告示を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局入札参加者等審査会要綱の一部を改正
する告示

奈良市企業局入札参加者等審査会要綱（昭和61年水道局

告示第９号）の一部を次のように改正する。
第３条第１項中「５人」を「７人」に改め、同条第５項
中第４号を第６号とし、同項第５号中「経営部参事」を「
管理部次長」に改め、同項第３号の次に次の１号を加える。

⑷ 経営部次長
第３条第５項に次の１号を加える。
⑺ 管理部企業技術監理課長
第６条中「経営部企業総務課入札室」を「管理部企業技
術監理課」に改める。

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第４号
奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部
を改正する規程

奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（昭和42年
奈良市水道局管理規程第５号）の一部を次のように改正す
る。
別表第１を次のように改める。
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別表第１（第２条関係）

― 6 ―

平成30年６月29日
（金 曜 日）号外第５号 奈 良 市 公 報



― 7 ―

奈 良 市 公 報 号外第５号
平成30年６月29日
（金 曜 日）



― 8 ―

平成30年６月29日
（金 曜 日）号外第５号 奈 良 市 公 報



― 9 ―

奈 良 市 公 報 号外第５号
平成30年６月29日
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附 則
（施行期日等）
１ この規程は、公布の日から施行し、この規程による改
正後の奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（以
下「改正後の規程」という。）の規定は、平成29年４月
１日から適用する。
（給与の内払）
２ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この
規程による改正前の奈良市企業職員の給与の支給等に関
する規程の規定に基づいて支給された給与（奈良市企業
職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規
程（平成26年奈良市企業局管理規程第15号。以下この項
において「平成26年改正規程」という。）附則第６項か
ら第８項までの規定又は奈良市企業職員の給与の支給等
に関する規程の一部を改正する規程（平成29年奈良市企
業局管理規程第19号。以下この項において「平成29年改
正規程」という。）附則第９項、第11項若しくは第12項
の規定に基づいて支給された給料を含む。）は、改正後
の規程の規定による給与（平成26年改正規程附則第６項

から第８項までの規定又は平成29年改正規程附則第９項、
第11項若しくは第12項の規定に基づいて支給された給料
を含む。）の内払とみなす。
（委任）
３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要
な事項は、管理者が定める。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第５号
奈良市企業局組織規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
平成30年３月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局組織規程の一部を改正する規程
奈良市企業局組織規程（平成14年奈良市水道局管理規程
第２号）の一部を次のように改正する。
目次中「第７条」を「第６条」に、「第８条」を「第７
条」に改める。
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平成30年６月29日
（金 曜 日）号外第５号 奈 良 市 公 報

「経営管理課 経営係 広域連携係
官民連携推進課

「経営管理課 経営係 広域連携係
第２条第２項中 東部上下水道管理室 を に、「配水計画係」を

企業総務課 総務法制係 職員係」
企業総務課 総務法制係 職員係
入札室 」

「下水道計画管理課 総務係 事業計画係 管渠管理係 施設管理係
「配水計画係 送水計画係」に、 を

工事検査室 」
「下水道計画管理課 総務係 事業計画係 管渠

きょ

管理係 施設管理係」に、
「浄水課 総務係 管理第一係 管理第二係 水質管理係」を
「浄水課 総務係 管理第一係 管理第二係 水質管理係

に、
企業技術監理課 総務係 入札係 監理指導係 工事検査係」

「官民連携推進課
「企業技術監理課 総務係 設計積算係 監理指導係」を

東部上下水道管理室 管理係 都祁・月ヶ瀬管理係」
「契約調整係 施設係」を「契約調整係 設計係 施設係」に改める。

に、

第３条経営係の部分中第３号を削り、第４号を第３号と
し、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を
削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、同部分
の第10号中「、市行政経営課及び市広報戦略課」を「及び
市行政経営課」に改め、同号を同部分の第８号とし、同部
分中第11号を第９号とし、第12号及び第13号を削り、第14
号を第10号とし、同部分の第15号中「並びに水道法（昭和
32年法律第177号）第24条の２に定める情報提供」を削り、
同号を同部分の第11号とし、同部分の第16号中「企業局」
を「局」に改め、同号を同部分の第12号とし、同部分中第
17号を削り、第18号を第13号とし、第19号を第14号とし、
第20号を削り、同条広域連携係の部分に次の８号を加える。

⑼ 防災計画及び災害対策計画に関すること。
⑽ 県営水道との調整に関すること。
⑾ 市広報戦略課との調整に関すること。
⑿ 広報及び広聴に関すること。
⒀ 報道機関その他関係機関への資料提供及び連絡調
整に関すること。

⒁ 水道法（昭和32年法律第177号）に定める情報提
供に関すること。
⒂ 広報紙の発行に関すること。
⒃ 課の庶務に関すること。
第４条を削る。
第５条第１項総務法制係の部分の第５号を次のように改
める。

⑸ 局の企業戦略に関すること。
第５条第１項総務法制係の部分中第８号を削り、第９号
を第８号とし、第10号を第９号とし、同条第２項を削り、
同条を第４条とする。
第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。
第８条第１項総務係の部分中第５号を削り、第６号を第
５号とし、同項配水計画係の部分の次に次のように加える。
送水計画係
⑴ 西部地域（奈良市の区域から奈良市役所出張所設
置条例（昭和30年奈良市条例第35号）別表（以下「
出張所設置条例別表」という。）に定める区域（奈



良市西部出張所及び奈良市北部出張所の所管する区
域を除く。）及び東部地域（奈良市水道事業給水条
例（昭和33年奈良市条例第14号）別表第４に定める
加算分担金徴収地域をいう。以下同じ。）を除く地
域をいう。以下同じ。）の送水施設、設備及び配水
池の維持管理に関すること。

⑵ 西部地域の送水施設、設備及び配水池の修繕、維
持工事の設計及び施行に関すること。

⑶ 西部地域の送水、配水池等の監視及び運転管理に
関すること。

第８条第２項管理第二係の部分の第２号中「漏水修繕後
」を「漏水等修繕後」に改め、同部分の第４号中「委託業
務」を「委託業者」に改め、同条を第７条とする。
第９条第２項を削り、同条を第８条とする。
第10条管理第一係の部分中第１号及び第２号を削り、第
３号を第１号とし、第４号から第９号までを２号ずつ繰り
上げ、同条を第９条とし、同条の次に次の１条を加える。
（企業技術監理課の事務）
第10条 企業技術監理課の事務分掌は、おおむね次のとお
りとする。
総務係
⑴ 水道技術管理者実務研修に関すること。
⑵ 上下水道技術の継承研修に関すること。
⑶ 課の庶務に関すること。

入札係
⑴ 工事発注関係業務の適正化に関すること。
⑵ 工事請負等の入札に関すること。
⑶ 指名登録に関すること。
⑷ 契約事務の総括に関すること。
⑸ 電子入札システムの管理及び改良に関すること。

監理指導係
⑴ 工事発注関係業務の適正化に関すること。
⑵ 局発注の工事請負業者の監理及び指導に関するこ
と。

⑶ 工事監督員の研修及び指導に関すること。
⑷ 工事発注関係業務検討委員会に関すること。
⑸ 市契約課との調整に関すること。
⑹ 水道施設（水道法第３条第８項に規定する施設を
いう。以下同じ。）の改良技術の調査及び研究に関
すること。
⑺ 上下水道施設工事の設計に係る積算システムの管
理及び改善に関すること。

⑻ 上下水道施設工事設計単価の改定に関すること。
⑼ 水道施設工事の共通仕様書に関すること。

工事検査係
⑴ 工事発注関係業務の適正化に関すること。
⑵ 工事検査の総括管理に関すること。
⑶ 水道施設工事及び下水道（下水道法（昭和33年法
律第79号）第２条第２項に規定する下水道をいう。
以下同じ。）工事の検査に関すること。

⑷ その他上下水道工事の検査に関すること。

第11条を次のように改める。
（官民連携推進課の事務）
第11条 官民連携推進課の事務分掌は、おおむね次のとお
りとする。
⑴ 課の収入調定及び収納に関すること。
⑵ 旧簡易水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業の水利協定
及び借地占用の協議等に関すること。
⑶ 東部地域等水道整備事業の事務整理に関すること。
⑷ 都祁水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業に係る関係部
署との連絡調整に関すること。
⑸ 出張所設置条例別表に定める月ヶ瀬行政センター所
管区域の公共下水道の認可に関すること。
⑹ 官民連携事業の調査、企画及び計画に関すること。
⑺ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の官民連携事業
の推進に関すること。
⑻ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の官民連携事業
で実施する技術研究に関すること。
⑼ 課の庶務に関すること。
２ 東部上下水道管理室の事務分掌は、おおむね次のとお
りとする。
管理係
⑴ 主管事務に関する文書の収発に関すること。
⑵ 東部地域の断水予告に関すること。
⑶ 東部地域の配水統制に関すること。
⑷ 東部地域の給水装置、配水管及び配水管付属設備
の修繕並びに路面復旧に関すること。
⑸ 東部地域の消火栓の整備工事に関すること。
⑹ 東部地域の修繕工事に従事する委託業者の指導及
び監督に関すること。
⑺ 東部地域の濁水、出水不良等の対応に関すること。
⑻ 水道修繕用材料及び器具の管理に関すること。
⑼ 東部地域の水道事業の部外者工事の地下埋設物事
前協議に関すること。
⑽ 東部地域の水道事業の部外者工事の立会及び協議
並びに調整に関すること。
⑾ 東部地域の水道施設整備計画の立案、調整、設計
及び工事の施行に関すること。
⑿ 旧簡易水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業の不用施
設撤去計画の立案、調整、設計及び工事の施行に関
すること。
⒀ 東部地域等水道整備事業の設計図書等の整理及び
保管に関すること。
⒁ 東部地域の配水管の改良工事の設計及び施行に関
すること。
⒂ 東部地域の受託工事（給水装置工事及び修繕工事
を除く。）及び移設工事の設計及び施行に関するこ
と。
⒃ 東部地域（米谷町、中畑町、興隆寺町、南椿尾町、
北椿尾町及び菩提山町を除く。）の農業集落排水処
理施設の管路（マンホールポンプを除く。）の維持
管理及び補修工事に関すること。
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⒄ 都祁・月ヶ瀬管理係の第２号の事務に関すること。
⒅ 水道料金等の窓口収納に関すること。
⒆ 水道料金等に係る相談に関すること。

都祁・月ヶ瀬管理係
⑴ 都祁地域及び月ヶ瀬地域の断水予告に関すること。
⑵ 都祁水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業の維持管理
に関すること。

⑶ 出張所設置条例別表に定める月ヶ瀬行政センター
所管区域の公共下水道等の管路（マンホールポンプ
を除く。）の維持管理及び補修工事に関すること。

⑷ 水道料金等の窓口収納に関すること。
⑸ 水道料金等に係る相談に関すること。

第13条契約調整係の部分の第４号中「課」を「部及び課
」に改め、同号を同部分の第５号とし、同部分中第３号の
次に次の１号を加える。

⑷ 部内の連絡調整に関すること。
第13条契約調整係の部分の次に次のように加える。
設計係
⑴ 水道施設工事の設計に関すること。
⑵ 施設係、工務第一係及び工務第二係の事務に関す
ること。

第13条工務第一係の部分の第３号を削る。
附 則

この規程は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第６号
奈良市企業局組織規程の一部改正に伴う関連規程の整備
に関する規程を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局組織規程の一部改正に伴う関連規程の
整備に関する規程

（奈良市企業局事務専決規程の一部改正）
第１条 奈良市企業局事務専決規程（昭和41年奈良市水道
局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。
第３条部長共通の部分中第16号を第19号とし、第13号

から第18号までを３号ずつ繰り下げ、第12号を第14号と
し、同号の次に次の１号を加える。
⒂ 所属職員の病気休暇の願の処理
第３条部長共通の部分中第11号を第13号とし、第８号

から第10号までを２号ずつ繰り下げ、第７号の次に次の
２号を加える。
⑻ 行政財産の目的外使用の許可
⑼ 公有財産の一時的な使用貸借及び１件貸借料の年
額又は総額800万円未満の財産の賃貸借

第４条中「及び室長」を削り、同条課長共通の部分中
第18号を第19号とし、第17号の次に次の１号を加える。
⒅ 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対す
る決定（軽易なものに限る。）

第４条課長共通の部分中第14号を削り、第13号を第14
号とし、第７号から第12号までを１号ずつ繰り下げ、第
６号の次に次の１号を加える。
⑺ 行政財産の目的外使用の許可の更新
第４条官民連携推進課長の部分、東部上下水道管理室
長の部分、入札室長の部分、会計室長の部分、漏水対策
室長の部分及び工事検査室長の部分を削り、同条企業技
術監理課長の部分の第１号中「（所属職員に限る。）」を
削り、同部分の次に次のように加える。
官民連携推進課長
⑴ 官民連携事業の調査、企画及び計画に関するこ
と。
⑵ 官民連携事業で実施する技術研究に関すること。
第４条に次の１項を加える。
２ 漏水対策室長は、次に掲げる事務を専決処理するこ
とができる。
⑴ 修繕工事の施行
⑵ 包括修繕委託に係る現場監督員の選任
⑶ 工事検査員（所属職員に限る。）の指名
⑷ 包括修繕委託に係る修繕工事施行に伴う断水
⑸ １件300万円未満の固定資産の除却の決定又は建
設（増設、改良を含む。）工事に伴う固定資産の除
却の決定
⑹ 所属職員の宿泊を要しない出張命令
⑺ 所属職員の時間外勤務命令
⑻ 所属職員の休暇、欠勤、忌引、その他諸届書類の
処理
⑼ 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り
の変更及び休日の代休日の指定
⑽ 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、
報告、照会、回答及び通知
⑾ 主管事務に関する統計及び資料等の収集
⑿ 施設の使用許可
⒀ 行政文書の開示の請求に対する決定等（軽易なも
のに限る。）
⒁ 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対す
る決定等（軽易なものに限る。）

⒂ 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務
に関し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理
第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。
（会計室長及び東部上下水道管理室長専決事項）
第５条 会計室長及び東部上下水道管理室長は、次に掲
げる事務を専決処理することができる。
会計室長専決事項
⑴ 債権債務の確定した収入及び支払
東部上下水道管理室長専決事項
⑴ 工事施行に伴う断水
⑵ 所属職員の宿泊を要しない出張命令
⑶ 所属職員の時間外勤務命令
⑷ 所属職員の休暇、欠勤、忌引、その他諸届書類
の処理
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⑸ 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振
りの変更及び休日の代休日の指定

⑹ 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、
報告、照会、回答及び通知

⑺ 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事
務に関し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の
処理

（奈良市企業局局議規程の一部改正）
第２条 奈良市企業局局議規程（昭和61年奈良市水道局管
理規程第18号）の一部を次のように改正する。
第３条中「経営部参事」を「経営部次長、管理部次長

」に改める。
（奈良市企業局例規審査委員会規程の一部改正）
第３条 奈良市企業局例規審査委員会規程（昭和60年奈良
市水道局管理規程第13号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項第４号を次のように改める。
⑷ 経営部次長

（奈良市企業局指定給水装置工事事業者審査委員会規程
の一部改正）
第４条 奈良市企業局指定給水装置工事事業者審査委員会
規程（平成10年奈良市水道局管理規程第８号）の一部を
次のように改正する。
第３条第５項中「、東部上下水道管理室長」を削り、

「企業技術監理課長」の次に「、東部上下水道管理室
長」を加える。
（奈良市企業局綱紀点検調査委員会設置規程の一部改正
）
第５条 奈良市企業局綱紀点検調査委員会設置規程（平成
元年奈良市水道局管理規程第12号）の一部を次のように
改正する。
第３条第３項第５号を次のように改める。
⑸ 工務第一課長

（奈良市企業局建設工事総合評価審査委員会規程の一部
改正）
第６条 奈良市企業局建設工事総合評価審査委員会規程（
平成27年奈良市水道局管理規程第10号）の一部を次のよ
うに改正する。
第11条中「設計工務部企業技術監理課」を「管理部企

業技術監理課」に改める。
（奈良市企業局情報化推進に関する規程の一部改正）
第７条 奈良市企業局情報化推進に関する規程（平成24年
奈良市企業局管理規程第６号）の一部を次のように改正
する。
第４条第５項中「経営部参事」を「経営部次長、管理

部次長」に改める。
（奈良市企業局会計規程の一部改正）
第８条 奈良市企業局会計規程（平成26年奈良市企業局管
理規程第９号）の一部を次のように改正する。
第６条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号

を第３号とする。
第７条ただし書中「、財務課主幹」を削る。

第13条中「奈良市企業局契約に関する規程（平成26年
奈良市企業局管理規程第２号）」を「奈良市企業局契約
に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規程第４号）
において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則
第43号）」に改める。
（奈良市企業局公用車管理規程の一部改正）
第９条 奈良市企業局公用車管理規程（昭和48年奈良市水
道局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項中「料金係長」を「管財係長」に改める。
（奈良市企業局自家用電気工作物施設保安規程の一部改
正）
第10条 奈良市企業局自家用電気工作物施設保安規程（昭
和40年奈良市水道局管理規程第９号）の一部を次のよう
に改正する。
別表第１及び別表第２を次のように改める。
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（奈良市企業局工事検査規程の一部改正）
第11条 奈良市企業局工事検査規程（昭和62年奈良市水道
局管理規程第４号）の一部を次のように改正する。
第２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号

を第２号とする。
第４条第４号中「工事検査室長」を「企業技術監理課

長」に改める。
第５条第１項各号列記以外の部分中「工事検査室長」

を「企業技術監理課」に改め、同項第２号中「工事検査
室長」を「企業技術監理課長」に改める。
第６条、第７条、第11条第２項、第12条、第14条から

第16条まで及び第１８条中「工事検査室長」を「企業技
術監理課長」に改める。
別表中「工事検査室」を「企業技術監理課」に改める。

（奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部改
正）
第12条 奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（昭
和42年奈良市水道局管理規程第５号）の一部を次のよう
に改正する。

「

別表第２中 を

」
「

に改める。

」
別表第４室長及び職務の級６級の主幹の項中「室長及び
」を削り、同表課長補佐、室長補佐、所長、主査及び職務
の級５級の室長の項中「、所長」を削る。

附 則
この規程は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第４号
平成30年３月臨時教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年３月13日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年３月14日（水）

午後１時から
２ 場 所

奈良市役所 北棟６階 第17会議室
３ 会議に付すべき事件
議事
議案第71号 教育委員の辞職について
議案第72号 人事について
議案第73号 幼稚園長の兼務について
議案第74号 平成30年４月県費負担教職員の人事につい

て
傍聴受付は、開催日の午後０時から午後０時50分までで
す。定員は５名で、定員になり次第締切させていただきま
す。

（平成30年３月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第５号
奈良市立小学校通学区域について（平成８年奈良市教育
委員会告示第４号）の一部を次のように改正する。
平成30年３月23日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

青和小学校通学区域の部分中「鶴舞西町の一部（２番街
区」の次に「、３番街区」を加える。

附 則
この告示は、平成30年３月23日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市立小学校通学区域についての規定は、
平成29年４月４日から適用する。

（平成30年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第６号
平成30年３月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年３月26日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年３月29日（木）
午後３時30分から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 平成29年度３月補正予算額について
⑵ 平成30年度予算額について
議事
議案第81号 教育長に対する事務委任規則の一部改正に

ついて
議案第82号 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設

置規則の一部改正について
議案第83号 奈良市指定文化財の指定について
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５級

１ 課長補佐、室長補佐、所
長又は主査の職務

２ 入札室長の職務
３ 会計室長の職務
４ 工事検査室長の職務

６級 課長、室長又は主幹の職務

５級

１ 課長補佐、室長補佐又は
主査の職務

２ 会計室長の職務
３ 東部上下水道管理室長の
職務

６級 課長又は主幹の職務



議案第84号 奈良市指定文化財の指定解除について
協議事項
「（仮称）奈良市の新しい学びのプロジェクト（案）
について」

傍聴受付は、開催日の午後２時30分から午後３時20分ま
でで、教育総務課にて行います。定員は５名で、定員にな
り次第締切させていただきます。

（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第７号
奈良市文化財保護条例（昭和53年奈良市条例第７号）第
４条第１項の規定により、平成30年３月29日次のとおり奈
良市指定文化財を指定したので、同条例第９条の規定に基
づき告示します。
平成30年３月29日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

（平成30年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第８号
奈良市文化財保護条例（昭和53年奈良市条例第７号）第
８条第１項の規定により、平成30年３月29日下記物件の奈
良市指定文化財の指定を解除したので、同条例第９条の規
定に基づき告示します。
平成30年３月29日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

（平成30年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成30年３月30日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

奈良市教育委員会規則第２号
教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則

教育長に対する事務委任規則（昭和27年奈良市教育委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。
第１条第５号中「その他人事に関すること。」を「その
他人事に関すること。（次条第４号に掲げる事項を除く。）」
に改める。
第３条中「基づき委任された事務（軽易なものを除く。
）」を「により委任された事務（軽易なものを除く。）及び
第２条の規定により教育長が専決した事務」に改め、「、
速やかに」を「、速やかに必要に応じて」に改め、同条を
第４条とし、第２条中「前条」を「第１条」に改め、同条
を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。
第２条 教育長は、次に掲げる事項について専決すること
ができる。
⑴ 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任用に関す
ること。（ただし、課長補佐以上の者を除く。）

⑵ 市費支弁の教員（奈良市一般職の職員の給与に関す
る条例（昭和32年奈良市条例第21号）第39条に規定す
る市費支弁の教員）の任用に関すること。（ただし、
教頭以上の者を除く。）

⑶ 県費負担教職員（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律（昭和31年法律第162号）第37条第１項に規
定する県費負担教職員をいう。）の任用の内申に関す
ること。（ただし、教頭以上の者を除く。）
⑷ 第１条第５号に規定する事項のうちその他人事に関
すること。（ただし、軽易なものに限る。）
附 則

この規則は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

奈良市教育委員会規則第３号
奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則の
一部を改正する規則

奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則（平成
27年奈良市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改
正する。
第10条を第11条とし、第９条を第10条とし、第８条の次
に次の１条を加える。
（費用弁償）
第９条 委員の費用弁償の額は、奈良市報酬及び費用弁償
に関する条例別表第２に定める額とする。

附 則
この規則は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成30年３月30日
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分類 件 名 数量 所有者・所在地 備考

建造物 春日神社拝
殿（舞台）

１棟 春日神社
奈良市下深川町
1327

明治時
代

絵画 絹本著色愛
染明王像

１幅 秋篠寺
奈良市秋篠町
757

南北朝
時代

分類 件 名 数量 所有者・所在地 備考

天然
記念物

上深川のサ
クラの巨樹

１株 奈良市上深川町自
治会
所在地
奈良市上深川町
954番地



奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

奈良市教育委員会規則第４号
奈良市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を
改正する規則

奈良市教育委員会事務局組織に関する規則（昭和53年奈
良市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項教育総務部の部分中「埋蔵文化財調査セン
ター」を「埋蔵文化財センター 管理係 調査係 活用係
」に改める。
第３条中第７号を削り、第８号を第７号とし、第６号を
次のように改める。
⑹ 学校規模適正化計画に関すること。
第４条施設係の部分に次の１号を加える。
⑹ 学校の設置及び学校規模適正化（教育政策課の主
管に属するものを除く。）に関すること。

第４条就学係の部分に次の１号を加える。
⑹ 通学区域の設置及び改廃に関すること。

第６条総務係の部分中第９号を第11号とし、第１号から
第８号までを２号ずつ繰り下げ、同部分に第１号及び第２
号として次の２号を加える。

⑴ 生涯学習の総合計画及び調整に関すること。
⑵ 社会教育委員に関すること。

第６条企画管理係の部分中第１号及び第２号を削り、第
３号を第１号とし、第４号から第７号を２号ずつ繰り上げ
る。
第７条総務係の部分の第５号中「補助申請」を「補助申
請（埋蔵文化財調査センターの主管に属するものを除く。
）」に改め、同条第２項を次のように改める。
２ 文化財課埋蔵文化財調査センターの所掌事務は、おお
むね次のとおりとする。
管理係
⑴ センター施設の管理に関すること。
⑵ 埋蔵文化財保管施設の管理に関すること。
⑶ 埋蔵文化財に係る補助申請に関すること。
⑷ センターの庶務に関すること。

調査係
⑴ 埋蔵文化財の保護に関すること。
⑵ 埋蔵文化財の発掘、調査、研究及び記録に関する
こと。

⑶ 発掘調査報告書の刊行に関すること。
⑷ 埋蔵文化財に関する資料の収集に関すること。

活用係
⑴ 埋蔵文化財保護の企画及び調整に関すること。
⑵ 出土品、記録等の整理及び保管に関すること。
⑶ 埋蔵文化財の公開及び活用並びにこれらの資料の
収集に関すること。

第９条教育推進係の部分中第２号を削り、第３号を第２
号とし、第４号を第３号とする。
第10条給食係の部分中第４号を削り、第５号を第４号と
し、同部分の第６号中「学校の給食」を「学校給食食材」

に改め、同号を同部分の第５号とし、同部分中第７号を第
６号とする。
第11条地域学校連携係の部分中第４号を第５号とし、第
３号の次に次の１号を加える。

⑷ キャリア教育に関すること。
附 則

この規則は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市教育センター組織に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
平成30年３月30日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

奈良市教育委員会規則第５号
奈良市教育センター組織に関する規則の一部を改正
する規則

奈良市教育センター組織に関する規則（平成23年奈良市
教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

「教育支援課 総務係 研修
第３条教育支援課の部分中

教員支援室
・研究係

を「教育支援課 総務係 研修・研究係 教員
」

支援係」に改める。
第４条第１項に次のように加える。
教員支援係
⑴ 教員の個別訪問研修の実施に関すること。
⑵ 個別訪問研修の評価に関すること。
第４条第２項を削る。
第６条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を
第５項とし、第７項を第６項とする。
第７条第４項中「及び室長」を削り、同条第５項中「又
は室長」を削る。

附 則
この規則は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）

消 防
奈良市消防局長訓令甲第１号

全 職 員
奈良市消防吏員の階級別定数規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市消防局長 藤 村 正 弘
奈良市消防吏員の階級別定数規程の一部を改正する
訓令

奈良市消防吏員の階級別定数規程（昭和58年奈良市消防
長訓令甲第23号）の一部を次のように改正する。
本則第２号中「５人」を「３人」に改め、第３号中「19
人」を「21人」に改め、第４号中「48人」を「49人」に改
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め、第６号中「119人」を「124人」に改め、第８号中「91
人」を「85人」に改める。

附 則
この訓令は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市消防局長訓令甲第２号
全 職 員

奈良市消防表彰規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成30年３月30日

奈良市消防局長 藤 村 正 弘
奈良市消防表彰規程の一部を改正する訓令

奈良市消防表彰規程（平成20年奈良市消防局長訓令甲第
３号）の一部を次のように改正する。
第12条第３項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第
５号を第４号とし、第６号を第５号とする。
第13条中「消防危機統制監」を「参事」に改める。
第14条第２項中「４人」を「３人」に改める。
附 則

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月30日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第２号
平成30年３月１日現在における地方自治法（昭和22年法
律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数
の50分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有する者
の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第
80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３
分の１の数は、次のとおりです。
平成30年３月１日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

50分の１の数 6,087人
６分の１の数 50,718人
３分の１の数 101,435人

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第３号
平成29年７月９日執行の奈良市議会議員選挙における候
補者の出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収入
及び支出の報告書に修正がありましたので、要旨を公職選
挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、
次のとおり公表します。

平成30年３月20日
奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨
１ 選挙の種類 平成29年７月９日執行

奈良市議会議員選挙
２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額
の制限額（法定選挙運動費用額）
6,132,500円

３ 報告書の要旨 別紙のとおり
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（平成30年３月20日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第４号
奈良市農業委員会平成30年３月農業委員会総会の会議を
次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規
則（昭和32年奈良市農業委員会告示第３号）第２条第１項
の規定により告示します。
平成30年３月９日

奈良市農業委員会長 巽 一 孝
１ 日時

平成30年３月14日（水） 午後１時30分
２ 場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 審議案件
・法令等に基づく事務関係
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第
４条及び第５条に関する許可申請及び届出につ
いて

⑵ 相続税の納税猶予に関する適格者証明につい
て

⑶ 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65
号）第18条第１項の規定による農用地利用集積
計画について

⑷ 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成
25年法律第101号）第19条第３項に基づく農用
地利用配分計画について（別紙）

⑸ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理
について（２月専決処理分）

⑹ 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関す
る証明について

⑺ 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の
規定による生産緑地の取得のあっせんについて

⑻ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関
する法律（平成元年法律第58号）第３条第３項
の規定による特定農地貸付けの承認について

⑼ 知事許可について（２月許可分）
・農政関係
⑴ 平成29年度奈良市農業委員会事業報告につい
て

⑵ 平成30年度奈良市農業委員会事業計画（案）
について

（平成30年３月９日掲示済）
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